
（１）「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」の概要

＜ 制定：平成26年3月26日，公布：平成26年3月28日，施行：平成26年10月1日 ＞
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（３）鹿児島県障害者差別解消支援協議会

１ 根拠法令

「障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例」第19条

２ 目的等

(1) 目的

障害を理由とする差別を解消するための取組を推進する。

(2) 事務

・障害を理由とする不利益な取扱いに該当する事案について，知事の求めに応じ，あ
っせんを行う。

・知事の諮問に応じ，障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項に関し，調査
審議する。

(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)での位置付け

障害者差別解消法第17条第１項に規定する障害者差別解消支援地域協議会を兼
ねる。

・障害者差別解消法に規定する協議会の事務

障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため，
必要な情報を交換するとともに，障害者からの相談及び当該相談に係る事例を
踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行う。

組 織 ・委員は22人以内
・委員は，次に掲げる者のうちから知事が任命
① 障害のある人又はその家族その他の関係者が組織する団体を代表
する者

② 関係行政機関の職員
③ 福祉，医療，雇用，教育その他の障害を理由とする差別の解消の
推進に関連する分野の業務を行う関係団体を代表する者

④ 学識経験者
任 期 ・２年
会 長 ・会長は委員の互選により定める
会 議 ・会議は，委員の過半数の出席により開会

・議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数の場合は議長が決する
部 会 ・あっせんを行うための部会を置く

・あっせんに係る事項は，部会の決議をもって協議会の決議とする
・部会に属すべき委員は，会長が指名
・部会長は，会長が指名
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（４）障害者差別に関する相談件数

１ 差別に関する相談件数（平成26年度～令和４年度）※H26.10～R4.9
⑴ 障害種別

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
5 17 18 6 16 25 15 6 0 108

身体 肢体不自由 4 9 13 5 11 13 8 5 0 68
障害 視覚 1 4 1 2 4 6 1 0 19

聴覚 2 1 1 4 0 8
内部障害 2 4 2 4 1 0 13

知的障害 1 2 2 2 3 1 2 0 13
精神障害（発達） 2 5 2 8 5 8 2 1 2 35
その他（３障害等） 2 2 5 4 3 1 0 17

計 10 26 22 21 21 40 21 10 2 173
・相談種別ごとの相談件数については，「肢体不自由」，「精神障害（発

達）」の順に多くなっている。

⑵ 場面

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 計
福祉サービス 1 1 1 1 1 0 5
医療 2 1 3 3 2 0 11
販売・サービス 1 5 8 1 4 1 2 1 0 23
労働・雇用 4 4 4 5 3 8 1 1 30
教育 1 3 3 1 2 0 10
公共的施設 3 1 1 6 1 1 0 13
交通機関 2 7 4 5 5 13 6 2 0 44
不動産取引 1 1 3 1 2 0 8
情報の提供など 2 4 1 5 1 1 1 0 15
その他 1 1 1 3 6 1 1 14

計 10 26 22 21 21 40 21 10 2 173
・差別が発生した場面については，「交通機関」，「労働・雇用」，「販売・

サービス」の順に多くなっている。

⑶ 障害種別と場面のクロス表

身体 知的 精神 そ の 他 計
肢体不自由 視覚 聴覚 内部障害 （発達） （３障害等）

福祉サービス 2 2 1 5
医療 2 3 1 2 3 11
販売・サービス 14 3 1 1 1 3 23
労働・雇用 3 1 1 10 3 9 3 30
教育 1 2 6 1 10
公共的施設 5 2 3 1 2 13
交通機関 36 2 1 1 3 1 44
不動産取引 1 1 4 2 8
情報の提供など 3 2 1 3 6 15
その他 4 2 1 3 2 2 14

計 68 19 8 13 13 35 17 173
・「交通機関」，「販売・サービス」の場面では，車椅子利用者がバスに乗れ

なかったケースや，お店等で必要な配慮が受けられないケース，電動カート
での入店を断られたケースなど，肢体不自由の方からの相談が多い。

・「労働・雇用」については，職場で必要な配慮が受けられなかったケースな
ど，内部障害や精神障害の方からの相談が多くなっている。
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（５）障害者差別に関する普及啓発・相談対応

令和３年度 （令和３年４月～令和４年３月）

第１ 普及啓発

１ 広報・行事等

リーフレット，ポスター，県ホームページ

２ 事業所等の研修会等での説明
（令和４年３月３１日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
２ ２ ０ ４

３ 事業所等への個別訪問
（令和４年３月３１日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
１０６ ２５７ １５ ３７８

第２ 相談対応

１ 障害者くらし安心相談員の配置状況（各１名）
配 置 先 電 話 番 号 受 付 時 間

Tel : 099-286-5110
障害福祉課

Fax : 099-286-5558 月 ～ 金
大隅地域振興局 Tel : 0994-52-2108 午前９時 ～ 午後４時
地域保健福祉課 Fax : 0994-52-2120
大島支庁 Tel : 0997-57-7222
地域保健福祉課 Fax : 0997-57-7251

２ 障害者くらし安心相談員の活動状況
（令和４年３月３１日現在）

相 談 対 応 障 害 大隅地域 大島支庁 計
福 祉 課 振 興 局

５９ ４７ ３ １０９
相談 不利益取扱い ４ ０ ０ ４
件数 合理的配慮 ４ １ １ ６

その他 ５１ ４６ ２ ９９
２５１ ６９ ７４ ３９４

対応 不利益取扱い １２ ０ ０ １２
回数 合理的配慮 ５ ２ ３ １０

その他 ２３４ ６７ ７１ ３７２
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３ 相談対応の具体的な事例

(1) 不利益取扱いの事例（４件）

ア 福祉サービスの提供（０件）

イ 医療の提供（０件）

ウ 商品の販売及び役務の提供（１件）

№ 相 談 者

１ 年齢 不明 性別 男 障害種別 －(行政職員）

内 車椅子利用者が買い物に訪れた際，店舗に車椅子の設置がなく，店員の対
容 応にも不満があるとの相談が市町村に寄せられたのだが，県に対応をお願

いしたい。

対 この相談については，まず市町村で対応することが可能かどうかを検討す
応 るよう伝えた。また，当該店舗へ訪問活動を行い，合理的配慮の提供につ

いての周知啓発を行うよう助言した。

エ 労働及び雇用（０件）

オ 教育（０件）

カ 公共的施設の利用（０件）

キ 交通機関の利用（１件）

№ 相 談 者

２ 年齢 不明 性別 女 障害種別 －（事業所職員）

内 あるバス会社に対して低床バスの予約を行ったが，予約不可と言われた。
容

対 当該バス会社では，車両への責任を明確にするため，低床バス毎に運転手
応 を専属にしていることから，低床バスの運行状況は運転手の勤務ローテー

ション等で運行路線が決められていることを説明し，了解を得た。

ク 不動産取引（０件）

ケ 情報の提供及び受領（０件）
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コ その他（２件）

№ 相 談 者

３ 年齢 不明 性別 男 障害種別 不明

内 入所している事業所の職員から，自分だけ自由に買い物を許されないな
容 どの不当な差別を受けている。

対 話を傾聴し，相談者から特段の対応は求められなかったため，県相談員
応 に改めて話を繋いでおくことを伝えて同意を得た。

№ 相 談 者

４ 年齢 50代 性別 男 障害種別 知的障害

内 利用している障害者基幹相談支援センターの職員から，暴言を吐かれた
容 り馬鹿にされたりしている。

対 管轄する市町村の担当課へ連絡し，当該センターへの事実確認や障害に
応 対する理解啓発，今後の対応について検討するよう依頼した。

(2) 合理的配慮の事例（６件）

ア 福祉サービスの提供（０件）

イ 医療の提供（０件）

ウ 商品の販売及び役務の提供（０件）

エ 労働及び雇用（１件）

№ 相 談 者

５ 年齢 60代 性別 女 障害種別 肢体不自由

内 身体障害を有する再任用教諭からの相談。車での長時間通勤を要する勤務
容 地へ異動となった。障害特性上，長時間の運転は困難であるので，教育委

員会へ代わりに相談してほしい。

対 教育委員会の相談窓口を紹介し，自身で直接相談するよう助言した。ま
応 た，その他の相談機関も併せて紹介し，教諭の資格を生かすことができる

職場を探す方法について助言した。
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オ 教育（２件）

№ 相 談 者

６ 年齢 不明 性別 女 障害種別 －（家族・親族）

内 ADHDとアスペルガー症候群を有している高校生の息子について，障害の特
容 性を専門学校に事前に説明していたが，体験入学後，高校を通じて受験を

断られたが，これは差別ではないのか。

対 この相談内容は，合理的配慮の問題となり，双方で建設的対話を行いなが
応 ら検討していくことが重要であることを説明した。

№ 相 談 者

７ 年齢 不明 性別 不明 障害種別 －（学校関係者）

内 身体障害を有する児童の成長に伴う体重増加により，トイレでの支援が困
容 難になっていくため，今後，よりよい支援が可能な学校への転校も含めて

保護者等と検討している。保護者は，自身が校内で支援を行うことで同じ
小学校への通学を希望をしているが，この申し出を断ることは合理的配慮
に反するか。現在，階段移動は昇降機があるが， 支援員による補助はな
い状況である。

対 この相談内容は，合理的配慮の問題で，双方で建設的対話を行いながら検
応 討していくことが重要であり，車椅子利用者への支援を再検討した上で，

地域の養護学校のコーディネーターへの相談を提案した。

カ 公共的施設の利用（０件）

キ 交通機関の利用（０件）

ク 不動産取引（０件）

ケ 情報の提供及び受領（２件）

№ 相 談 者

８ 年齢 不明 性別 女 障害種別 重複障害

内 肢体不自由・視覚・言語の重複障害があり，今までバスを利用する際は事
容 前にバス会社とFAXでやり取りをしていたが，最近返事が来なくなった。

対 バス会社に照会するため，FAX番号と担当部署を教えていただくよう依頼
応 した。

結 教えてもらったバス会社の担当部署に連絡したところ，既に相談者とFAX
果 でのやりとりが行えているとのことであった。
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№ 相 談 者

９ 年齢 60代 性別 男 障害種別 知的障害

内 生活保護の申請について，知的障害のため説明が理解できない部分があっ
容 たり，毎回職員の説明の内容が変わっているように感じたりと不安であ

る。

結 関係自治体に連絡し，相談者の障害特性を伝えた上で，配慮ある対応を行
果 うよう依頼した。

コ その他（１件）

№ 相 談 者

10 年齢 60代 性別 男 障害種別 視覚障害

内 視覚障害がある町議会議員からの相談。島外出張の際，妻を同行援護者と
容 して公費負担してほしい。

対 町議会の協議会で公費負担は認められないとの回答があるとおり，それは
応 難しいということを伝えた。同行する事務局員へ配慮を依頼したり，タク

シー移動を認めてもらったりするよう助言した。
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令和４年度 （令和４年４月～令和４年９月）

第１ 普及啓発

１ 広報・行事等

リーフレット，ポスター，県ホームページ

２ 事業所等の研修会等での説明
（令和４年９月３０日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
０ ０ ０ ０

３ 事業所等への個別訪問
（令和４年９月３０日現在）

障害福祉課 大隅地域振興局 大島支庁 計
９０ １３１ １ ２２２

（※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から外出制限があったため，差別
解消に係るリーフレットやポスター等の送付等，郵送による啓発活動を含む。）

第２ 相談対応

１ 障害者くらし安心相談員の配置状況（各１名）
配 置 先 電 話 番 号 受 付 時 間

Tel : 099-286-5110
障害福祉課

Fax : 099-286-5558 月 ～ 金
大隅地域振興局 Tel : 0994-52-2108 午前９時 ～ 午後４時
地域保健福祉課 Fax : 0994-52-2120
大島支庁 Tel : 0997-57-7222
地域保健福祉課 Fax : 0997-57-7251

２ 障害者くらし安心相談員の活動状況
（令和４年９月３０日現在）

相 談 対 応 障 害 大隅地域 大島支庁 計
福 祉 課 振 興 局

２５ ２０ ０ ４５
相談 不利益取扱い １ ０ ０ １
件数 合理的配慮 １ ０ ０ １

その他 ２３ ２０ ０ ４３
７８ ６５ ２２ １６５

対応 不利益取扱い ４ １ ０ ５
回数 合理的配慮 １ ０ ０ １

その他 ７３ ６４ ２２ １５９

３ 相談対応の具体的な事例

(1) 不利益取扱いの事例（１件）

ア 福祉サービスの提供（０件）
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イ 医療の提供（０件）

ウ 商品の販売及び役務の提供（０件）

エ 労働及び雇用（１件）

№ 相 談 者

１ 年齢 不明 性別 女 障害種別 重複障害

内 勤務していた就労継続支援事業所が突然閉鎖され，様々な相談機関へ相談
容 に行ったが，取り合ってもらえなかった。

対 雇用に関する相談であったため，労働局の雇用機会均等室を紹介し，相談
応 時には給与明細などの書類をお持ちするよう助言した。

オ 教育（０件）

カ 公共的施設の利用（０件）

キ 交通機関の利用（０件）

ク 不動産取引（０件）

ケ 情報の提供及び受領（０件）

コ その他（０件）

(2) 合理的配慮の事例（１件）

ア 福祉サービスの提供（０件）

イ 医療の提供（０件）

ウ 商品の販売及び役務の提供（０件）

エ 労働及び雇用（０件）

オ 教育（０件）

カ 公共的施設の利用（０件）

キ 交通機関の利用（０件）

ク 不動産取引（０件）

ケ 情報の提供及び受領（０件）
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コ その他（１件）

№ 相 談 者

２ 年齢 50代 性別 女 障害種別 精神障害

内 精神疾患により団地の自治会に係る仕事を休んでいるが，参加しない代わ
容 りに医師の診断書の提出を求められ，拒否したら怒鳴られたり脅されたり

している。

対 自治会規約を確認して他の居住者にも相談し，その内容をもって話し合い
応 をするよう助言し，それでも解決しない場合は，居住地の基幹相談支援セ

ンターに以前似たような相談が寄せられていたことを説明して，窓口を紹
介した。
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